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１．姫路市私立教育・保育施設職員処遇総合支援事業について



２．事業概要および運用
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要綱に規定する内容

対象施設 市内に所在する特定教育・保育施設

対象経費 処遇改善費として給与支出する費用（社会保険料等の事業主負担部分は対象外）
※各職員に対しては、職員毎に次の算式による処遇改善費を支給する。
【算式】下記の補助単価（月額）×年度内の勤務月数

補助単価 （月額） ①通算経験年数３年未満の職員：20,000円
②通算経験年数３年以上の職員：15,000円

補助額の算定方法 以下の対象職員ごとに算出した①・②の合計が、補助額の計
【算式】① 通算経験年数3年未満の職員の処遇改善額の合計×補助率 (10分の10)

② 通算経験年数3年以上の職員の処遇改善額の合計×補助率 (3分の2)

対象職員 次のすべての要件に該当する保育士等 ※経験年数に伴う制限の撤廃
① 対象施設又はその設置者と直接、労働契約の締結。
② 事業年度において、保育士等定着支援一時金給付事業の対象者ではない者。
③ １か月の労働時間が１２０時間以上。
④ 保育士登録又は幼稚園教諭の普通免許状の保有。
⑤ 園児の教育及び保育に直接従事する者。
※対象施設の経営に携わる職員、施設長等は対象外



３．申請時における提出資料及び実施スケジュール①
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申請の対象とする職員を限定する場合 ３年未満 ３年以上７年未満 ７年以上

⑴３年未満の職員のみ 全員必須 ― ―

⑵３年未満の職員、３年以上職員（３年以上７年未満のみ） 全員必須 全員必須 ―

⑶３年未満職員
３年以上職員(３年以上７年未満全員、７年以上の一部のみ)

全員必須 全員必須 一部



４．申請時における提出資料及び実施スケジュール②
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対象職員に係る事項 取扱い回答

対象外職員のうち「施設の経営に携わる職
員」とは何を指すのか。

法人役員、理事長、理事、監事等、個人経営の場合の経営
者（代表者）その他これらに類似する者を想定。

「園児の教育及び保育に直接従事する者」
とは何を指すのか。

公定価格上の職員配置状況調書において、「保育教諭等の
配置状況」の配置数に含む職員を想定。

定着支援事業の受給者に関する事項 取扱い回答

定着支援事業の対象職員が、年度途中で受
給期間満了(３６カ月)となる場合の取扱い。

単価は「３年以上職員」として、満了後の翌月から対象職
員とすることが可能。

定着支援事業の対象職員が、本人都合で退
職する場合の取扱い。

定着支援事業を取り下げたうえで、事業年度の勤務期間分
については、処遇総合支援事業の申請が可能。

定着支援事業の対象職員が受給期間満了後、
新制度の対象となる場合通算経験年数の取
扱いの違い。

定着支援事業では、経験年数に他施設の勤務実績を含みま
せんが、処遇総合支援事業では、現施設の勤務年数に加え
他施設勤務実績も含む期間を、本人の通算経験年数とする。

４．留意事項（補足）①



４．留意事項（補足）②
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補助金申請に係る事項 取扱い回答

補助単価は固定であるか。 ３年未満は20,000円、３年以上は15,000円で固定。

対象経費の内訳、職員への支給方法に制限
はあるのか。

給与支給された処遇改善費のみが対象
※社会保険料等の事業主負担分は対象外
支給方法は、同事業制限なし
※原則、事業年度内（令和５年３月末まで）の支給が対象

対象職員の退職、採用等、申請時から変更
があった場合の取扱いについて。

11月頃の調査時点までは変更申請は不要。調査以降、総額
が増加見込となる場合、変更申請の手続き必須。
※各職員への支給は変更決定後

対象職員の枠は拡充となったが、要件を満
たす職員は全員申請する必要があるのか。

職員の処遇の改善、ベースアップを図るため、原則、対象
者の全員の申請であるが、例外的に、一部実施も可。

既に当事業が実施される前提で、４月以降、
職員に処遇改善費を支払っている場合、対
象となるか。

対象経費として当該年度４月分以降は遡及可。
対象経費以上の支払超過分等がある場合、当該超過分は補
助金支給は不可。
※事業初年度となる今年度は、施設と職員間のトラブルを
避けるためにも、交付決定後に各職員へ支給ください。



５．従前制度からの主な変更点
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制度比較 ① 従前制度（処遇改善事業） 新制度

補助単価（月額）

・3年未満 ： 5 千円【 3千円】
・3～5年未満：10千円【 8千円】
・5～7年未満：18千円【16千円】

※【 】内は非正規雇用職員の単価

①通算経験年数３年未満の職員：20,000円
②通算経験年数３年以上の職員：15,000円
※雇用形態（正規、非正規）の区別なし

補助率 ３分の２（２分の１） ①１０分の１０、②３分の２

対象職員（変更箇所）

・教育・保育業務の専従者。
（対象施設の経営に携わる職員、
施設長、副施設長、主任保育士
主幹保育教諭、事務員、調理員
等を除く。）

・ 通算経験年数が７年未満

・園児の教育及び保育に直接従事する者。
※施設の経営に携わる職員、施設長、副
施設長及び教頭で園児の教育及び保育
に直接従事していない者は対象外。

・経験年数に係る制限を撤廃

制度比較 ② 従前制度（定着支援事業） 新制度

年度途中退職 給付なし 勤務した月数分は支給あり

転入者加算 あり（初年度のみ50千円加算） なし

事業費の支払い 保育士本人名義の口座へ入金 各施設の口座へ入金


